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本
法
律
案
は
、
特
殊
法
人
等
改
革
基
本
法
に
基
づ
く
特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
た
め
、
国
際

協
力
事
業
団
を
解
散
し
て
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
を
設
立
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関

す
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う

）
は
、
開
発
途
上
に
あ
る
海
外
の
地
域
（
以
下
「
開
発
途
上

。

地
域
」
と
い
う

）
に
対
す
る
技
術
協
力
の
実
施
並
び
に
無
償
の
資
金
供
与
に
よ
る
開
発
途
上
地
域
の
政
府
に
対
す
る
国
の

。

協
力
の
実
施
の
促
進
及
び
開
発
途
上
地
域
の
住
民
を
対
象
と
す
る
国
民
等
の
協
力
活
動
の
促
進
に
必
要
な
業
務
を
行
い
、
中

南
米
地
域
等
へ
の
移
住
者
の
定
着
に
必
要
な
業
務
を
行
い
、
並
び
に
開
発
途
上
地
域
等
に
お
け
る
大
規
模
な
災
害
に
対
す
る

緊
急
援
助
の
実
施
に
必
要
な
業
務
を
行
い
、
も
っ
て
こ
れ
ら
の
地
域
の
経
済
及
び
社
会
の
発
展
又
は
復
興
に
寄
与
し
、
国
際

協
力
の
促
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

機
構
の
資
本
金
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
。

三

機
構
の
役
員
の
人
数
、
職
務
及
び
権
限
並
び
に
任
期
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
。
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四

機
構
の
役
員
及
び
職
員
等
に
対
し
て
職
務
上
の
秘
密
に
対
す
る
保
持
義
務
を
課
す
。

五

刑
法
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
機
構
の
役
員
及
び
職
員
を
法
令
上
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な
す
。

六

機
構
は
、
開
発
途
上
地
域
に
対
す
る
技
術
協
力
の
実
施
並
び
に
無
償
の
資
金
供
与
に
よ
る
開
発
途
上
地
域
の
政
府
に
対
す

る
国
の
協
力
の
実
施
の
促
進
及
び
開
発
途
上
地
域
の
住
民
を
対
象
と
す
る
国
民
等
の
協
力
活
動
の
促
進
に
必
要
な
業
務
、
中

南
米
地
域
等
へ
の
移
住
者
の
定
着
に
必
要
な
業
務
並
び
に
開
発
途
上
地
域
等
に
お
け
る
大
規
模
な
災
害
に
対
す
る
緊
急
援
助

の
実
施
に
必
要
な
業
務
を
行
う
。

七

外
務
大
臣
は
、
国
際
情
勢
の
急
激
な
変
化
に
よ
り
又
は
外
国
政
府
若
し
く
は
国
際
機
関
の
要
請
等
を
受
け
て
外
交
政
策
の

遂
行
上
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
関
係
行
政
機
関
の
要
請
を
受
け
て
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
機
構
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

八

国
際
協
力
事
業
団
の
解
散
及
び
そ
の
権
利
義
務
の
承
継
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
。

九

国
際
協
力
事
業
団
法
を
廃
止
す
る
。
こ
れ
に
伴
う
経
過
措
置
の
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

十

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
九
に
掲
げ
る
規
定
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


